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短期入所療養介護ご利用に際しての重要事項説明書 

（令和８年１月１日現在） 

 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

   ・法人名    社会福祉法人斎宮会 

   ・施設名    介護老人保健施設みずほの里 

   ・開設年月日  平成 ９年 ５月１０日 

      ・所在地    三重県多気郡多気町仁田７０６番地の７ 

   ・電話番号   （０５９８）３７－２５６６ FAX（０５９８）３７－２５６８ 

      ・管理者名   施設長 西岡 博之 

      ・介護保険指定番号    介護老人保健施設（ ２４５２７８００１４号） 

   ・ホームページ http://www.mizuhonosato.or.jp 

 

（２）当施設の役割と機能 

当施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生

活上のお世話などのサービスを提供することで、ご利用者の能力に応じた日常生活

を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるよう

にすること、またご利用者が１日でも長く居宅での生活を維持できるよう、短期入所

療養介護サービスや通所リハビリテーションサービスを提供するなど、在宅ケアを

ご支援いたします。 

 

（３）当施設の運営方針 

当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた上で

ご利用ください。 

   ［介護老人保健施設みずほの里の運営方針］ 

  一 ご利用の皆様方の人権の擁護 

  一 地域との共生 

     一 サービスの質の向上 

     一 法令遵守と説明責任の徹底 

     一 経営の持続的安定化と人材の育成 

 

（４）施設の職員体制 

 常 勤 非常勤 夜 間 備 考 

・医  師 １   

施設に含

む 

・看護職員 ７ ４ １ 

・薬剤師  １  

・介護職員 ２７ ８ ３ 

・支援相談員 ３   

・理学療法士 ６（通所と兼務） １（通所と兼務）  

・作業療法士 ２（通所と兼務） ２（通所と兼務）  

・言語聴覚士 １（通所と兼務）   

・リハビリ補助員  １  

・管理栄養士 ２   

・介護支援専門員 ２   

・事務職員 ４   



 

（５）入所定員等  ・定員 １００名 

          ・療養室 ２９室 

 （一人部屋 ４室） 

（二人部屋 ２室） 

（四人部屋２３室） 

 

２．サービス内容 

①短期入所療養介護計画の立案 

②食事（原則として食堂でおとりいただきます。） 

朝食   ８時００分～ ８時４５分 

   昼食 １２時００分～１２時４５分 

夕食 １８時００分～１８時４５分 

 ③入浴（一般浴槽入浴に介助を要するご利用者には特別浴槽で対応します。ただし、ご 

利用者の健康状態に応じて清拭となる場合があります。） 

④医学的管理・看護学的管理（当施設に入所された場合、効果は同じですが名前の違う薬

「ジェネリック医薬品」を使用する場合があります） 

 ⑤専門的介護（退所時のご支援も行います） 

 ⑥リハビリテーション 

 ⑦相談援助サービス 

 ⑧栄養マネジメント及び栄養管理 

 ⑨理容サービス（原則として月１回、理容師が実施します） 

⑩行政手続代行 

 ⑪その他 

  ＊これらのサービスのなかには、ご利用者から基本料金とは別に利用料金をいただく

ものもありますので、詳細に関してはご相談ください。 

 

３．協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関などに協力いただき、ご利用者の健康状態

の急変に対応しています。 

協力医療機関 

名称：松阪市民病院     住所：松阪市殿町 1550 

名称：松阪中央総合病院   住所：松阪市川井町小望 102 

名称：済生会松阪総合病院  住所：松阪市朝日町１区 15-6 

名称：大台厚生病院     住所：多気郡大台町佐原 63-8 

   名称：田中病院       住所：伊勢市曽根１丁目 7-21 

その他、地域開業医院等 

協力歯科医療機関 

名称：くろい歯科クリニック 住所：多気郡多気町相可 793-5 

なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいたご連絡先に連絡いたします。 

 

４．施設ご利用に当たっての重要留意事項 

 ・インフルエンザ予防接種につきまして、感染予防の観点から必ず接種していただきま 

   す（新型コロナワクチン接種も同様といたします） 

・施設内で感染症が発生した場合、療養室については、感染対策上の都合により変更す 



 

 る事がございます。 

・施設利用者の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりい 

   ただきます。食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は 

   利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、 

   その実施には食事内容の管理が欠かせませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただ 

きます 

  ・面会は、午前１０時から午後５時までとします 

  ・外出・外泊は施設職員にご相談ください 

  ・飲酒・喫煙は禁止となっております 

  ・火気の取扱いは禁止となっております 

  ・設備・備品の利用は施設職員にお尋ねください 

  ・所持品・備品及び電化製品等の持ち込みは施設職員にお尋ねください 

   （危険とみなされる器具等はご遠慮ください） 

・携帯電話の使用時間は、午前６時から午後８時までとします 

・療養室内におけるテレビ、タブレット等の利用制限 

   午前６時から午後９時までとし、イヤホンで視聴していただきます 

   ※テレビ、タブレット等を視聴することにより、同室の利用者へ迷惑が及ぶ場合又は 

療養室に閉じこもるなどにより機能訓練、行事等への参加拒否など療養生活に支 

障を来す状態に陥ったと判断される場合は、利用を制限及び停止させていただく 

場合があります 

  ・持ち込みの電化製品につきましては、利用者にて管理していただくものとし、使用に

つきましては周囲に迷惑を掛けないようにご配慮いただきます。しかし、ルールやマ

ナーを守らない、また他者の迷惑となるような結果的に守らない場合については、利

用を制限及び停止させていただく場合があります。なお何らかの原因で故障及び紛

失するなど、明らかにその原因が施設にある場合を除き、自分で修理又は処理をお願

いします 

  ・金銭・貴重品の持込は禁止となっております 

  ・外泊時等の施設外での受診は、緊急時を除いて禁止となっております 

  ・ペットの持ち込みは禁止となっております 

  ・利用料の現金でのお支払いの場合は、月から金曜日（祝祭日を除く）の午前９時か 

   ら午後５時までとさせていただいております 

 

５．非常災害対策 

  ・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓等 

  ・防災訓練  毎月（総合避難訓練：年２回） 

 

６．禁止事項 

  当施設では、ご利用者が安心した療養生活を送っていただけますように、ご利用者の

「営利行為、宗教の勧誘等宗教活動、特定の政治活動」は禁止致します。 

 

７．ご要望及び苦情等の相談 

  当施設には、専門の支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。  

（電話０５９８―３７―２５６６） 

  ご要望や苦情などは、担当支援相談員にご相談いただければ、速やかに対応いたします。



 

また施設内に備えつけた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただ

くこともできます。 

ただし、ご要望及び苦情等のうち、当該ご要望及び苦情の内容の妥当性に照らして、当 

該要求を実現するための手段・様態が社会通念上不相当なものであって当該手段・様態 

により、施設職員の就業環境が害される場合には、対応いたしかねることがあります。 

 

８．虐待の防止について 

当施設には、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要 

な措置を講じます。  

 虐待防止に関する担当者を選定しています。  

   虐待防止受付担当者：看護師長、介護士長、事務長 

   虐待防止責任者  ：副施設長 

 

９．その他 

  当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

利用者負担説明書 

 

 介護老人保健施設をご利用される利用者のご負担は、介護保険の給付にかかる１割及び

２割並びに 3 割の自己負担分と保険給付対象外の費用（滞在費、食費、日常生活で通常必要

となるものに係る費用や、個室等の室料、理美容代、倶楽部等で使用する材料費、診断書等

の文書作成費、要介護認定の代行費等）を利用料としてお支払いただく２種類があります。 

 なお、介護保険の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望されるサービス 

（入所、短期入所療養介護、通所リハビリテーション）毎に異なります。 

 また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険給付の自己負担額は、施設 

の所在する地域（地域加算）で異なりますし、利用料も各施設の設定となっております。当

施設の利用者負担につきましては、次項以降をご参照ください。 

 介護保険には、大きくわけて、入所をして介護保険を利用する施設サービスと在宅にい 

て種々のサービスを受ける居宅サービスがありますが、それぞれ利用方法が異なっていま 

す。 

 施設サービスを希望される場合は、直接施設にお申し込みいただけますが、短期入所療 

養介護、通所リハビリテーションは居宅サービスであり、原則的に利用に際しては、居宅 

支援サービス計画（ケアプラン）を作成したあとでなければ、保険給付を受けることがで 

きませんので注意が必要です。 

また、送迎といった加算対象のサービスも、居宅支援サービス計画に記載がないと保険給 

付を受けられませんので、利用を希望される場合は、居宅支援サービス計画に記載されて 

いるか、いないかをご確認ください。 

 居宅支援サービス計画は、利用者ご本人が作成することもできますが、居宅介護支援事 

業所（居宅支援サービス計画を作成する専門機関）に作成依頼することもできます。 

 詳しくは、介護老人保健施設の支援相談員にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

短期入所療養介護サービスについて 

（令和 7 年 8 月 1 日現在） 

 

１．介護保険証等の確認 

ご利用のお申し込みに当たり、ご利用希望者の介護保険被保険者証及び介護保険負担 

限度額認定証を確認させていただきます。 

 

２．短期入所療養介護サービスの概要 

   短期入所療養介護サービスは、要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案さ

れた居宅介護サービス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管

理の下における介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行

い、ご利用者の療養生活の質の向上及びご利用者のご家族の身体的及び精神的負担の

軽減を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、ご利用者に関わ

るあらゆる職種の職員の協議によって、短期入所療養介護サービス計画が作成されま

すが、その際、ご利用者・扶養者又は代理者のご希望を十分に取り入れ、また、計画の

内容については同意をいただくよう努めております。 

  ◇医療： 

    介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医 

師・看護師が常勤していますので、ご利用者の状態に照らして適切な医療・看護 

を行います。 

  ◇リハビリテーション： 

    原則としてリハビリテーション室（機能訓練室）にて行いますが、施設内でのすべ

ての活動がリハビリテーション効果を期待したものです。 

◇栄養管理： 

    心身の状態の維持・改善の基礎となる栄養管理サービスを提供します。 

◇生活サービス： 

当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常にご

利用の皆様方の立場に立って運営しています。 

 

３．利用料金 

（１）基本料金 

①利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異な 

ります。） 

 

 

施設体系：基本型 

 

＜１割負担の場合＞ 

 【個室ⅰ】・・・・基本型個室 

  ・要介護１     ７５３円／（日） 

  ・要介護２     ８０１円／（日） 

  ・要介護３     ８６４円／（日） 

  ・要介護４     ９１８円／（日） 

  ・要介護５     ９７１円／（日） 



 

 【四人部屋ⅲ】・・基本型多床室 

  ・要介護１     ８３０円／（日） 

  ・要介護２     ８８０円／（日） 

  ・要介護３     ９４４円／（日） 

  ・要介護４     ９９７円／（日） 

  ・要介護５   １，０５２円／（日） 

 

 

施設体系：在宅強化型 

 

＜１割負担の場合＞ 

 【個室ⅱ】・・・・在宅強化型個室 

  ・要介護１     ８１９円／（日） 

  ・要介護２     ８９３円／（日） 

  ・要介護３     ９５８円／（日） 

  ・要介護４   １，０１７円／（日） 

  ・要介護５   １，０７４円／（日） 

 【四人部屋ⅳ】・・在宅強化型多床室 

  ・要介護１     ９０２円／（日） 

  ・要介護２     ９７９円／（日） 

  ・要介護３   １，０４４円／（日） 

  ・要介護４   １，１０２円／（日） 

  ・要介護５   １，１６１円／（日） 

 

＊夜勤体制加算 

夜勤職員を基準より多く配置した場合   ２４円／（日） 

    ＊個別リハビリテーション加算 

個別リハビリテーションを実施した場合 ２４０円／（日） 

    ＊認知症行動心理症状緊急対応加算 

認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難になった場合に緊急的に短期入所 

療養サービスを行った場合       ２００円／（日）（７日間） 

    ＊緊急短期入所受入加算 

居宅サービス計画に位置付けられていない緊急利用者に対し短期入所療養サー 

ビスを行った場合            ９０円／（日）（７日又は１４日以 

内） 

    ＊重度療養管理加算 

医療ニーズの高い要介護度４又は５であって、手厚い医療が必要な状態である 

利用者に対し短期入所療養サービスを行った場合 

１２０円／（日） 

    ＊在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 

施設体系が加算型となり、在宅復帰及び在宅療養支援機能を強化した場合 

５１円／（日） 

    ＊在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 

施設体系が超強化型となり、在宅復帰及び在宅療養支援機能を強化した場合 



 

５１円／（日） 

    ＊送迎加算 

入所及び退所の際、ご自宅までの送迎を行った場合 

片道につき１８４円／（回） 

＊療養食加算 

医師の指示により、療養食（糖尿食、心臓疾患減塩食、胃潰瘍食など）を提供 

した場合                 ８円／（食） 

    ＊緊急時治療管理加算 

ご利用者の容体が急変した場合等、緊急時に所定の対応を行った場合 

５１８円／（日） 

    ＊サービス提供体制強化加算Ⅰ 

「介護福祉士」を一定基準以上配置している場合  

２２円／（日） 

    ＊サービス提供体制強化加算Ⅱ 

「介護福祉士」を一定基準以上配置している場合  

１８円／（日） 

＊サービス提供体制強化加算Ⅲ 

「介護福祉士」を一定基準以上配置している場合  

６円／（日） 

    ＊介護職員処遇改善加算Ⅰ（令和６年５月３１日まで） 

介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、基本料金 

と該当する各種加算を合わせた額に３９／１０００を乗じた金額が加算されま 

す。 

 ＊特定介護職員処遇改善加算Ⅰ（令和６年５月３１日まで） 

基本料金と該当する各種加算を合わせた額に２１／１０００を乗じた金額が加 

算されます。 

    ＊介護職員等ベースアップ等支援加算（令和６年５月３１日まで） 

基本料金と該当する各種加算の処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の加 

算・減算を加えた額に８／１０００を乗じた金額が加算されます。 

    ＊介護職員等処遇改善加算Ⅰ（令和６年６月１日から） 

介護職員等処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、基本料 

金と該当する各種加算を合わせた額に７５／１０００を乗じた金額が加算され 

ます。 

 

 

施設体系：基本型 

 

＜２割負担の場合＞ 

 【個室ⅰ】・・・・基本型個室 

  ・要介護１  １，５０６円／（日） 

  ・要介護２  １，６０２円／（日） 

  ・要介護３  １，７２８円／（日） 

  ・要介護４  １，８３６円／（日） 

  ・要介護５  １，９４２円／（日） 



 

 【四人部屋ⅲ】・・基本型多床室 

  ・要介護１  １，６６０円／（日） 

  ・要介護２  １，７６０円／（日） 

  ・要介護３  １，８８８円／（日） 

  ・要介護４  １，９９４円／（日） 

  ・要介護５  ２，１０４円／（日） 

 

 

施設体系：在宅強化型 

 

＜２割負担の場合＞ 

 【個室ⅱ】・・・・在宅強化型個室 

  ・要介護１   １，６３８円／（日） 

  ・要介護２   １，７８６円／（日） 

  ・要介護３   １，９１６円／（日） 

  ・要介護４   ２，０３４円／（日） 

  ・要介護５   ２，１４８円／（日） 

 【四人部屋ⅳ】・・在宅強化型多床室 

  ・要介護１   １，８０４円／（日） 

  ・要介護２   １，９５８円／（日） 

  ・要介護３   ２，０８８円／（日） 

  ・要介護４   ２，２０４円／（日） 

  ・要介護５   ２，３２２円／（日 

 

＊夜勤体制加算 

夜勤職員を基準より多く配置した場合   ４８円／（日） 

    ＊個別リハビリテーション加算 

個別リハビリテーションを実施した場合 ４８０円／（日） 

    ＊認知症行動心理症状緊急対応加算 

認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難になった場合に緊急的に短期入所 

療養サービスを行った場合       ４００円／（日）（７日間） 

    ＊緊急短期入所受入加算 

居宅サービス計画に位置付けられていない緊急利用者に対し短期入所療養サー 

ビスを行った場合           １８０円／（日）（７日又は１４日以 

内） 

    ＊重度療養管理加算 

医療ニーズの高い要介護度４又は５であって、手厚い医療が必要な状態である 

利用者に対し短期入所療養サービスを行った場合 

２４０円／（日） 

    ＊在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 

施設体系が加算型となり、在宅復帰及び在宅療養支援機能を強化した場合 

１０２円／（日） 

    ＊在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 

施設体系が超強化型となり、在宅復帰及び在宅療養支援機能を強化した場合 



 

１０２円／（日） 

    ＊送迎加算 

入所及び退所の際、ご自宅までの送迎を行った場合 

片道につき３６８円／（回） 

＊療養食加算 

医師の指示により、療養食（糖尿食、心臓疾患減塩食、胃潰瘍食など）を提供 

した場合                １６円／（食） 

 

    ＊緊急時治療管理加算 

ご利用者の容体が急変した場合等、緊急時に所定の対応を行った場合 

１，０３６円／（日） 

    ＊サービス提供体制強化加算Ⅰ 

「介護福祉士」を一定基準以上配置している場合  

４４円／（日） 

    ＊サービス提供体制強化加算Ⅱ 

「介護福祉士」を一定基準以上配置している場合  

３６円／（日） 

 ＊サービス提供体制強化加算Ⅲ 

「介護福祉士」を一定基準以上配置している場合  

１２円／（日） 

 ＊介護職員処遇改善加算Ⅰ（令和６年５月３１日まで） 

介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、基本料金 

と該当する各種加算を合わせた額に３９／１０００を乗じた金額が加算されま 

す。 

 ＊特定介護職員処遇改善加算Ⅰ（令和６年５月３１日まで） 

基本料金と該当する各種加算を合わせた額に２１／１０００を乗じた金額が加 

算されます。 

    ＊介護職員等ベースアップ等支援加算（令和６年５月３１日まで） 

基本料金と該当する各種加算の処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の加 

算・減算を加えた額に８／１０００を乗じた金額が加算されます。 

    ＊介護職員等処遇改善加算Ⅰ（令和６年６月１日から） 

介護職員等処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、基本料 

金と該当する各種加算を合わせた額に７５／１０００を乗じた金額が加算され 

ます。 

 

 

施設体系：基本型 

 

＜３割負担の場合＞ 

 【個室ⅰ】・・・・基本型個室 

  ・要介護１   ２，２５９円／（日） 

  ・要介護２   ２，４０３円／（日） 

  ・要介護３   ２，５９２円／（日） 

  ・要介護４   ２，７５４円／（日） 



 

  ・要介護５   ２，９１３円／（日） 

 【四人部屋ⅲ】・・基本型多床室 

  ・要介護１   ２，４９０円／（日） 

  ・要介護２   ２，６４０円／（日） 

  ・要介護３   ２，８３２円／（日） 

  ・要介護４   ２，９９１円／（日） 

  ・要介護５   ３，１５６円／（日） 

 

 

施設体系：在宅強化型 

＜３割負担の場合＞ 

 【個室ⅱ】・・・・在宅強化型個室 

  ・要介護１   ２，４５７円／（日） 

  ・要介護２   ２，６７９円／（日） 

  ・要介護３   ２，８７４円／（日） 

  ・要介護４   ３，０５１円／（日） 

  ・要介護５   ３，２２２円／（日） 

  

【四人部屋ⅳ】・・在宅強化型多床室 

  ・要介護１   ２，７０６円／（日） 

  ・要介護２   ２，９３７円／（日） 

  ・要介護３   ３，１３２円／（日） 

  ・要介護４   ３，３０６円／（日） 

  ・要介護５   ３，４８３円／（日） 

 

＊夜勤体制加算 

夜勤職員を基準より多く配置した場合   ７２円／（日） 

    ＊個別リハビリテーション加算 

個別リハビリテーションを実施した場合 ７２０円／（日） 

    ＊認知症行動心理症状緊急対応加算 

認知症の症状が悪化し、在宅での対応が困難になった場合に緊急的に短期入所 

療養サービスを行った場合       ６００円／（日）（７日間） 

    ＊緊急短期入所受入加算 

居宅サービス計画に位置付けられていない緊急利用者に対し短期入所療養サー 

ビスを行った場合           ２７０円／（日）（７日又は１４日以 

内） 

    ＊重度療養管理加算 

医療ニーズの高い要介護度４又は５であって、手厚い医療が必要な状態である 

利用者に対し短期入所療養サービスを行った場合 

３６０円／（日） 

    ＊在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 

施設体系が加算型となり、在宅復帰及び在宅療養支援機能を強化した場合 

１５３円／（日） 

     



 

＊在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 

施設体系が超強化型となり、在宅復帰及び在宅療養支援機能を強化した場合 

１５３円／（日） 

    ＊送迎加算 

入所及び退所の際、ご自宅までの送迎を行った場合 

片道につき５５２円／（回） 

＊療養食加算 

医師の指示により、療養食（糖尿食、心臓疾患減塩食、胃潰瘍食など）を提供 

した場合                ２４円／（食） 

 

    ＊緊急時治療管理加算 

ご利用者の容体が急変した場合等、緊急時に所定の対応を行った場合 

１，５５４円／（日） 

    ＊サービス提供体制強化加算Ⅰ 

「介護福祉士」を一定基準以上配置している場合  

６６円／（日） 

    ＊サービス提供体制強化加算Ⅱ 

「介護福祉士」を一定基準以上配置している場合  

５４円／（日） 

 ＊サービス提供体制強化加算Ⅲ 

「介護福祉士」を一定基準以上配置している場合  

１８円／（日） 

 ＊介護職員処遇改善加算Ⅰ（令和６年５月３１日まで） 

介護職員処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、基本料金 

と該当する各種加算を合わせた額に３９／１０００を乗じた金額が加算されま 

す。 

 ＊特定介護職員処遇改善加算Ⅰ（令和６年５月３１日まで） 

基本料金と該当する各種加算を合わせた額に２１／１０００を乗じた金額が加 

算されます。 

    ＊介護職員等ベースアップ等支援加算（令和６年５月３１日まで） 

基本料金と該当する各種加算の処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の加 

算・減算を加えた額に８／１０００を乗じた金額が加算されます。 

    ＊介護職員等処遇改善加算Ⅰ（令和６年６月１日から） 

介護職員等処遇改善交付金相当分を介護報酬に円滑に移行するために、基本料 

金と該当する各種加算を合わせた額に７５／１０００を乗じた金額が加算され 

ます。 

 

（２）利用料 

①食費        １，８７０円／（日） 

【朝：４９０円  昼：７５０円  夕：６３０円】 

  （ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されて 

   いる食費の負担限度額が１日にお支払いただく食費の上限となります。） 

  ②ソフト食      １，９６０円／（日） 

【朝：５２０円  昼：７８０円  夕：６６０円】 



 

   身体的要因により嚥下困難な利用者に対し、飲み込みやすい食形態にて提供した場 

合にお支払いいただきます。 

  ③居住費（療養室の利用費） 

   ・個室       １，７００円／（日）※令和６年 7 月３１日まで 

   ・四人部屋       ５９０円／（日）※令和６年 7 月３１日まで 

   ・個室       １，７６０円／（日）※令和６年８月 １日から 

   ・四人部屋       ６５０円／（日）※令和６年８月 １日から 

（ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載され 

   ている居住費の負担限度額が１日にお支払いただく居住費の上限となります。） 

  ＊上記①「食費」及び②「居住費」において、国が定める負担限度額段階（第１段階 

   から第３段階②まで）の利用者の自己負担額については、《別添資料》をご覧下さい。 

④入所者が選定する特別な療養室料 

 ・一人部屋     １，１００円／（日） 

⑤日常生活品費（選択制）                                       ２００円／（日） 

日常生活品費とは、バスタオル、フェイスタオル、BOX ティッシュ、口腔ケアジェ

ル、歯ブラシ、歯磨き粉、舌ブラシ、義歯洗浄剤、保湿剤、ボディケアタオル、ハン

ドソープ、ペーパータオル、トイレットペーパー、ボディソープ、リンスインシャン

プー、食事用エプロン等の費用です。ご希望されない場合はお申し出ください。 

＊生活保護受給者につきましては、１００円／（日）とする。 

⑥その他の日常生活費 

 Wi-Fi 環境が整備され、療養室におけるご利用者の生活の質が向上している場合    

 ※ｽﾏﾎ、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ、PC 持ち込みなど              ５５０円／（月） 

＊生活保護受給者につきましては、２２５円／（月）とする。 

⑦教養娯楽費（選択制）                                         ３００円／（日） 

    教養娯楽費とは、倶楽部や季節ごとの施設行事、レクリエーションで使用する折り 

紙、粘土等の材料、風船、輪投げ等遊具、ＣＤ－Ｒ、色画用紙、ボール紙、模造紙、 

ポスカ太字ペン、マジック太字／細字、クレヨン、サインペン、ラミネートフィル 

ム、両面テープ、書籍購入代（シンプル・女性自身）、カラオケ情報通信代、新聞購 

読料（中日新聞、夕刊三重新聞、朝日新聞）、朝食後のコーヒー材料、ＤＶＤソフト 

等の費用です。ご希望されない場合はお申し出ください。 

＊生活保護受給者につきましては、１５０円／（日）とする。 

⑧おやつ代                          １１０円／（日） 

⑨理容代 

    理容をご利用の場合にお支払いいただきます。（理容協会）  １，５００円／（回） 

⑩物品購入費  

  ご利用者が施設内の行事等で購入された費用（施設外での購入及び自動販売機は 

  対象外）は利用料にまとめてお支払いいただきます。 

⑪私物の洗濯代                                                 ６０円／（点） 

    私物の洗濯を施設に依頼された場合にはお支払いいただきます。 

   ただし、ウール製品等、手洗いのものについては当施設では対応できませんので、 

   業者へクリーニング（実費）に出すか、お持ち帰りいただくことになります。 

⑫電気料                                            １５円～３０円／１点１日 

    施設が必要と認めた場合、利用者の持ち込みによる電化製品にかかる電気料金等個 

    人的に使用する機器等にかかる電気料金をお支払いいただきます。 



 

⑬テレビ使用料 

   施設所有のテレビを使用する場合にお支払いいただきます。   １００円／（日） 

⑭文書料 

診断書料（損害保険会社等が負担する場合）        ５，５００円／（枚） 

 診断書料（上記以外でご利用者が負担する場合）      ３，３００円／（枚） 

 死亡診断書                       ５，５００円／（枚） 

    証明書等                          ２２０円／（枚） 

  ⑮郵便切手代                         １１０円／（回） 

   令和６年１０月 1 日付けで郵便切手代が改定されることにともないまして、請求書 

などメール等（ＩＣＴ）を活用して発送することを予定しております。ただし、これ 

までと同様に請求書など郵便での発送をご希望される場合に限り切手代をお支払い 

いただきます。 

 

（３）支払い方法 

毎月１５日頃までに、前月分の請求書を発行し、口座振替により引き落としさせてい 

ただきます。お支払いいただきますと領収書を発行致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

「国が定める利用者負担限度額段階（第１～第３段

階②）」に該当する利用者等の負担額 

 

○ 利用者負担は、所得などの状況から第１～第４段階に分けられ、国が定める第１～第 

 ３段階②の利用者には負担軽減策が設けられています。 

○ 利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。第１～第３ 

 段階②の認定を受けるには、利用者ご本人（あるいは代理人の方）が、ご本人の住所地の 

 市町村に申請し、市町村より「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要があります。 

 この利用者負担段階について介護老人保健施設が判断・決定することはできません。ま 

 た、「認定証」の提示がないと、いったん「第４段階」の利用料をお支払いいただくこと 

 になります。（「認定証」発行後、過払い分が「償還払い」される場合があります） 

 

主な対象者 

利用者負

担段階 
要件 

預貯金額 

※（ ）内は夫

婦の場合 

第１段階 

・生活保護受給者 

・世帯（世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ）全員

が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 

1000 万円 

（2000 万円）

以下 

第２段階 

・世帯全員が市

町村民税非課

税 

年金収入金額（※）+合計所得額が８０万

以下 

650 万円 

（1,650 万円）

以下 

第３段階

① 

年金収入金額（※）+合計所得金額が８０

万円超～１２０円以下 

550 万円 

（1,550 万円）

以下 

第３段階

② 

年金収入金額（※）+合計所得金額が１２

０万円超 

500 万円 

（1,500 万円）

以下 

第４段階 
・世帯に課税者がいる者 

・市町村民税本人課税者 

その他の詳細については、市町村窓口でおたずね下さい。 

 

 

負担額一覧表（１日当たりの利用料） 

 利用する療養室のタイプ 

食 費 ユニット型個室 
ユニット型準個室 

基本型多床室 
基本型個室 

利用者負担第１段階 ３００ 
８８０ ５５０ 

０ 

利用者負担第２段階 ６００ 
４３０ 

利用者負担第３段階① １，０００ １，３７０ １，３７０ 

利用者負担第３段階② １，３００ １，３７０ １，３７０ ４３０ 

利用者負担第４段階 １，８７０  １，７６０ ６５０ 

 



 

 

個人情報の取り扱いについて 

（令和８年１月１日現在） 

１．基本的事項 

  介護老人保健施設みずほの里（以下、当施設という。）は、個人情報（個人に関する情

報であって、特定の個人が識別され、又は識別されうるものをいう。）の保護の重要性

を認識し、当施設が提供する介護サービス実施にあたっては、「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、個人の権利利益

を侵害することのないよう、個人情報の取り扱いを適正に行うものとします。 

 

２．秘密の保持 

  当施設は、介護サービス提供により業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に使用しません。この契約が終了し、または解除された後においても同

様とします。 

 

３．当施設従業者の遵守 

  当施設は、当施設に従事している者に対して、在職中及び退職後においても業務上知り

得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことな

ど、個人情報保護に必要な事項を遵守させるものとします。 

 

４．収集の制限・内容の正確性の確保 

  当施設は、介護サービス提供を行うために個人情報を収集するときは、その利用目的を

明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適切かつ公正な方法で収集するとと

もに正確かつ最新の内容に保つこととします。 

 

５．利用の制限 

  当施設は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的を特定し、書面により同意

されたものについてのみ利用します。また、利用目的外に利用する場合には、個別に書

面により同意を得るものとします。 

 

６．利用目的 

  当施設では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する当施設理念の下、お預かりしている個

人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

  （１）介護関係事業者内部での利用目的 

    ①当施設が利用者等に提供する介護サービス 

    ②介護保険事務 

    ③介護サービスの利用者に係る事業所等の管理業務のうち 

    ・入退所等の管理 

    ・会計・経理 

    ・事故等の報告 

    ・当該利用者の介護、医療サービスの向上 

  （２）他の事業者等への情報提供を伴う利用目的 

    ①当施設が利用者等に提供するサービスのうち 

    ・利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者、介護予防サービス事



 

業者、地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者や居宅介

護支援事業所、介護予防支援事業者等との連携（サービス担当者会議等）、照会

への回答 

    ・利用者の診療等に当り、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

    ・利用者に病状の急変が生じた場合、搬送先医療機関への情報提供 

    ・検体検査業務の委託、その他の業務委託 

    ・家族等への心身の状況説明 

    ②介護保険事務のうち 

    ・審査支払機関へのレセプトの提出 

    ・審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

    ・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

  （３）上記以外の利用 

    ①介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

    ②当施設等において行われる学生の実習への協力 

    ③療養室の名札 

    ④当施設でのクラブ活動等の作品展示の名札 

    ⑤行政機関・介護関係事業者間等の研修会、研究会等への発表の資料 

  （４）法令上、介護関係事業者が行うべき義務として 

    ①サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

    ②居宅介護支援事業者等との連携 

    ③利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町へ

の通知 

    ④利用者に病状の急変が生じた場合等の主治医への連絡等 

  （５）行政機関等の報告徴収、立入検査等に応じることが間接的に義務付けられている

もの 

    ①市町による文書等提出等の要求への対応 

    ②厚生労働大臣または都道府県知事による報告命令、帳簿書類等の提示命令等へ

の対応 

    ③都道府県知事による立ち入り検査等への対応 

    ④市長が行う利用者からの苦情に関する調査への協力等 

    ⑤事故発生時の市町への連絡 

 

７．利用同意の取り消し 

     個人情報を取得する時点で、本人の同意がなされたもののうち、その一部につい

て同意を取り消す旨の申出があった場合は、その後の個人情報の取り扱いにつ

いては、本人の同意が取り消されなかった範囲に限定して取り扱うものとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

「苦情の申出窓口」の設置について 

 

 社会福祉法第８２条の規定により、本事業所では利用者からの苦情に適切に対応する体

制を整えることといたしました。 

 本事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記より設置し、苦

情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．苦情解決責任者   西 岡 博 之 （施設長） 

 

２．苦情受付担当者   田 中 義 宏（支援相談員） 

 

３．第三者委員     浦 林 敏 生〔連絡先 （０５９８）４９－３１７５〕 

            山 下 恭 史〔連絡先 （０５９８）３８－２４１４〕 

 

４．苦情解決の方法 

（１）苦情の受付 

   苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受付けます。なお、第三 

者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

 

（２）苦情受付の報告・確認 

   苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人が第 

三者委員への報告を拒否した場合を除く）に報告致します。第三者委員は内容を確認 

  し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 

 

（３）苦情解決のための話し合い 

   苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、 

苦情申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。 

   なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。 

   ア．第三者委員による苦情内容の確認 

   イ．第三者委員による解決案の調整、助言 

   ウ．話し合いの結果や改善事項等の確認 

 

（４）行政機関その他苦情受付機関（当事業所以外については市町） 

津市役所 

所在地 津市西丸之内 23番 1号 

受付 健康福祉部 介護保険課 介護保険担当 

TEL 059-229-3149 

受付 健康福祉部 高齢福祉課 高齢福祉担当 

TEL 059-229-3156 

四日市市役所 

所在地 四日市市諏訪町 1-5 

受付 健康福祉部 介護保険課 管理係 

TEL 059-354-8425 

伊勢市役所 所在地 伊勢市岩渕 1丁目 7番 29号 



 

受付 健康福祉部 介護保険課 介護給付係 

TEL 0596-21-5560 

受付 健康福祉部 高齢者支援課 高齢福祉係 

TEL 0596-21-5611 

受付 健康福祉部 高齢者支援課 

TEL 0596-21-5611 

松阪市役所 

所在地 松阪市殿町 1340番地 1 

受付 健康福祉部・福祉事務所介護保険課保健給付係 

TEL 0598-53-4069 

受付 健康福祉部 高齢者支援課 

TEL 0598-53-4088 

桑名市役所 

所在地 桑名市中央町 2丁目 37番地 

受付 健康福祉部 介護高齢化／管理・認定審査係 

TEL 0594-24-1170 

名張市役所 

所在地 名張市鴻之台 1-1 

受付 福祉こども部 介護・高齢支援室 

TEL 0595-63-7599 

鳥羽市役所 

所在地 鳥羽市大明東町 2番 5号 

受付 健康福祉課 長寿介護係 

TEL 0599-25-1186 

いなべ市役所 

所在地 いなべ市大安町大井田 2705 

受付 健康福祉部 介護保険課 

TEL 0594-86-7820 

受付 健康福祉部 長寿福祉課 

TEL 0594-86-7819 

志摩市役所 

所在地 志摩市阿児町鵜方 3098番地 22 

受付 健康福祉部 介護・相談支援課 

TEL 0599-44-0284 

伊賀市役所 

所在地 伊賀市上野丸之内 116番地 

受付 健康福祉部 介護高齢福祉課 

TEL 0595-26-3939 

木曽岬町役場 

所在地 桑名郡木曽岬町大字西対海地 251 

受付 健康福祉課 福祉部門 

TEL 0567-68-6104 

東員町役場 

所在地 員弁郡東員町大字山田 1600番地 

受付 生活福祉部 長寿福祉課 健康づくり係 

TEL 0594-86-2823 

菰野町役場 

所在地 三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

受付 健康福祉課  

TEL 059-391-1125 

朝日町役場 

所在地 三重郡朝日町小向 893番地 

受付 保健福祉課 

TEL 059-377-5659 

川越町役場 所在地 三重郡川越町大字豊田一色 280番地 



 

受付 町民保険課 

TEL 059-366-7115 

受付 福祉課 

TEL 059-366-7116 

多気町役場 

所在地 多気郡多気町相可 1600番地 

受付 健康福祉課 福祉係 

TEL 0598-38-1114 

明和町役場 

所在地 多気郡明和町大字馬之上 945番地 

受付 福祉ほけん課 地域福祉係 

TEL 0596-52-7116 

大台町役場 

所在地 多気郡大台町佐原 750 

受付 健康ほけん課 

TEL 0598-82-3785 

受付 町民福祉課 

TEL 0598-82-3783 

玉城町役場 

所在地 度会郡玉城町田丸 114-2 

受付 生活福祉課 保健福祉課 

TEL 0596-58-8203 

度会町役場 

所在地 度会郡度会町棚橋 1215番地 1 

受付 長寿福祉課長寿支援係 

TEL 0596-62-1118 

大紀町役場 

所在地 度会郡大紀町滝原 1610-1 

受付 健康福祉課 

TEL 0598-86-2216 

南伊勢町役場 

所在地 度会郡南伊勢町五ヶ所浦 3057番地 

受付 高齢者支援課 

TEL 0599-66-1709 

受付 福祉課 福祉係 

TEL 0599-66-1114 

紀北広域連合 

所在地 南牟婁郡紀北町海山区船津 881番地 3 

受付  

TEL 0597-35-0888 

尾鷲市役所 

所在地 尾鷲市中央町 10-43 

受付 福祉保健課 高齢者・福祉係 

TEL 0597-23-8201 

紀北町役場 

所在地 南牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島 769-1 

受付 福祉保健課  

TEL 0597-46-3122 

紀南介護保険広域連合 

所在地 熊野市井戸町 371 

受付   

TEL 0597-89-6001 

熊野市役所 
所在地 熊野市井戸町 371 

受付 健康・長寿課 いきがい健康支援係 



 

TEL 0597-89-3113 

御浜町役場 

所在地 南牟婁郡御浜町大字阿田和 6120-1 

受付 健康福祉課 福祉係 

TEL 05979-3-0515 

紀宝町役場 

所在地 南牟婁郡紀宝町鵜殿 324 

受付 福祉課 

TEL 0735-33-0339 

鈴鹿亀山地区広域連合 

所在地 鈴鹿市神戸 1-18-18 鈴鹿市役所西館 3階 

受付 介護保険課 

TEL 059-369-3204 

鈴鹿市役所 

所在地 鈴鹿市神戸 1丁目 18番 18号 

受付 保健福祉部 長寿社会課  

TEL 059-382-7935 

亀山市役所 

所在地 亀山市羽若町 545 

受付 保健福祉部 長寿健康課高齢者支援グループ 

TEL 0595-84-3312 

度会広域連合 

所在地 度会郡度会町棚橋 1202 

受付   

TEL 0596-62-2300 

鳥羽志勢広域連合 

所在地 志摩市磯部町迫間 22 

受付 介護保険課 

TEL 0599-56-1050 

三重県国民健康保険 

団体連合会 

所在地 津市栄町 3丁目 143-1 

受付 介護保険課 介護保険係 

TEL 059-222-4165 

三重県社会福祉協議会  

所在地 津市栄町 2丁目 

受付 三重県福祉サービス運営適正化委員会 

TEL 059-224-8111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


